
令和７年度 認定

愛媛県 詳しくは、こちらをご覧ください。
（愛媛県ホームページ） https://www.pref.ehime.jp/

●webからも検索できます。

認定されると

自薦、他薦を問いません。
●自薦の場合：所定の申請書及び参考となる資料を提出してください。
●他薦の場合：所定の推薦書及び参考となる資料を提出してください。

❶優良リサイクル製品
県内の企業等が関わって製造加工している
リサイクル製品のうち、廃棄物等の減量化
や資源の有効活用に資する製品

❷優良循環型事業所
県内に本社又は事業所を置く循環型事業
所のうち、廃棄物の３Ｒや環境に配慮した
取組みを積極的に推進する企業等（複数の
企業が連携した取組み〈連名〉を含みます）

❸優良エコショップ
県内のエコショップ（小売店、道の駅、飲食
店等の商店）のうち、リサイクル製品等の需
要拡大や消費者等への３Ｒに関する情報提
供、又は地産地消の推進や地域内循環シス
テムの構築等に積極的に取り組む店舗

令和8年5月7日（木）～７月31日（金）（必着）

えひめの

●県が実施する支援制度（製品開発、販路拡大、展示会出展
等に係る経費の助成）を活用できます。

●スゴecoシンボルマークを使用できます。
●県のホームぺージやパンフレット等に、認定された製品、
事業所及びエコショップが紹介される等、県が広く県民の
方への周知啓発を行います。

愛媛県資源循環優良モデル
シンボルマーク

募集対象 募集期間

応募方法

愛媛県　スゴeco募集 検索

令和8年度

愛媛県資源循環優良モデル認定制度（スゴeco）

いよかん人工皮革
（㈱モノツク工業）

ご祝儀袋collection
 （㈱dual-mode）

㈱モリオト ㈲安岡蒲鉾店 峠店にっし～☆

優良循環型事業所優良リサイクル製品 優良エコショップ



認定審査及び認定方法

提出書類詳細

認定されるには

愛媛県資源循環優良モデル認定制度（スゴeco）とは

●応募のあったものは、学識経験者等で構成する愛媛県資源循環優良モデル認定審査会において審査します。
　なお、土木資材系のリサイクル製品については、県土木部技術企画室等において製品の有効性等を確認した
うえで認定するため、認定までに一定の期間が必要となる場合がありますのでご承知願います。
●認定審査会は、令和８年11月中・下旬に松山市内において開催予定です。申請のあった事業所等から審査委員
へのプレゼンテーションを行っていただきます。
●認定は知事が行い、認定者には認定証が交付されます。なお、認定期間は3年（認定の日から3年を経過した
日の属する年度の末日まで）です。

〒790-8570 松山市一番町 4丁目 4-2
愛媛県　県民環境部　環境局　循環型社会推進課　計画推進グループ
TEL 089-912-2356　FAX 089-912-2354
E-Mail junkan-shakai@pref.ehime.lg.jp

お問い合わせ・応募先
※来庁される場合は事前にご連絡ください。

　限りある資源を繰り返し利用し、環境への負荷の少ない循環型社会の構築を目指し、県内の
企業が関わって製造しているリサイクル製品をはじめ、廃棄物の３Ｒ（リデュース・リユース・
リサイクル）や環境に配慮した取組みなどを積極的に実施している県内の企業・店舗等から循環
型社会づくりの模範となるものを「優良モデル」として認定しています。

自薦の場合

他薦の場合

７月31日（金）までに 
申請書を提出 ※

７月31日（金）までに 
推薦書を提出
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８月～10月 11月中・下旬 １月中旬

・県が推薦のあった
　事業所等に意向確認
・認定の意向があれば
　推薦された事業所等が
　申請書を提出 ※

※ 実施要綱に定める認定要件に明らかに合致しない場合は、申請を受理できないことがあります

●県ホームページから必要な様式をダウンロードのうえ、下記応募先まで提出してください。
　https://www.pref.ehime.jp/page/9669.html

　また、下記までお問い合わせいただければお送りします。
●参考となる資料・パンフレット等を添付してください。

愛媛県　スゴeco募集 検索


